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 １．地区の概要と現状 
 

１－１ 地区の位置と概要 

・江之元地区は、四国中央市の中央部の寒川町にあり、中心市街地から西へ約３km、JR予讃線伊予寒川駅か

ら東へ約1.3kmに位置する。地区の北は燧灘、南側にはJR予讃線と国道11号が通っている。 

・本地区の北に寒川港が隣接し、

江戸時代初期より漁家を中心に

市街地が形成された地区で、戦

前に建築された木造住宅が密集

している。そのため、地区内の道

路は幅員４ｍ未満の市道、里道

が大部分で、緊急自動車の通行

困難、火災時における延焼の危

険、日照阻害等、防災面、居住環

境面において問題を抱える地区

であった。 

・平成８年度から住宅市街地総合

整備事業住宅市街地総合整備事

業（密集住宅市街地整備型 当

初は、「密集住宅市街地整備促進

事業」）に着手し、防災性の向上・

住環境の改善を進めている。 

１－２ 事業の概要と経緯 

(1) 事業の概要 

・事業名 ：江之元地区住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型) 

・事業目的 ：老朽住宅が密集し、生活道路・公園等の公共施設が不足する江之元地区において、道路・

公園等の公共施設整備と老朽住宅等の建替えを通して、防災性の向上・住環境の改善を図

ることを目的とする。 

・事業の内容 ：国土交通省所管の社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく事業で、国の交付金を受けて

行う。 

・事業期間 ：平成８～30年度、23年間（変更前） 

 

(2) 事業の経緯 

・平成４年度：市に「江之元地区再開発準備室」を設置、地元自治会役員、有識者からなる「江之元地区

住環境整備推進委員会」を開催し、住環境整備計画の検討に着手 

・平成７年度：密集住宅市街地整備促進事業(当時)の建設大臣承認を得て、８年度に事業着手 

・平成 17年度：事業の再評価、整備計画・事業計画の見直し（コミュニティ住宅の整備戸数、公園の位置

を変更（居住者の意向をもとに、コミュニティ住宅の必要戸数を見直したため）） 

・平成 18年度：国土交通大臣の事業期間の延伸承認 

・平成 22年度：事業の再々評価及び延伸整備計画の検討 

・平成 23年度：国土交通大臣の事業期間の延伸承認 

位置図 
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１-３ 地区の現況 

(1) 人口と世帯数 

・人口は整備前(H5年)から半減 

・高齢化率は人口構成において半数

以上を占める 

・世帯数は大きな変化なし 

・世帯主年齢60歳以上が7割を超え

る 

 

(2) 建物棟数 

・道路、公園整備等により建物棟数

は減少 

・木造建物の割合は大きな変化なし 

・築30年以上の昭和55年以前の建物

割合は70% 

 

(3) 公共施設（道路・公園） 

・幅員4m以上道路が28年現在57.5%

となり、倍近く増加 

・道路整備の進捗により接道不良住

宅割合は減少 

・公園1箇所（江之元公園）整備 

 

(4) 防災上・住環境上の市街地の評価 

・公共施設、土地・建物現況

から、「老朽木造建物割

合」「延焼抵抗率」「接道不

良建物割合」）を重ねて、

防災性、住環境上の課題を

ポイント化して街区を評価

すると、５、14-1、15、

19、22の街区で課題が残っ

ていることがわかった。 

・整備計画の見直しに際し

て、江之元中央線(中Ａ)・

（中Ｂ）、江之元岩崎線

(東)、新開地区等整備計画

の見直し対象の区域と重な

る。  

 

    整備前 Ｈ２１ Ｈ２８ 

人口 
総数（人） 905 553 463 

60 歳以上割合（高齢化率） 31.0% 54.4% 60.3% 

世帯数 

総数（世帯） 296 246 225 

単身世帯（世帯） 46 72 77 

世帯主が 60 歳以上割合 - 73.6% 75.1% 

  整備前 Ｈ２１ Ｈ２８   

建物棟数（棟） 314 256 238 主棟のみ 

住宅棟数割合 97.5% 99.9% 95.0%   

木造棟数（棟） 265 212 188   

木造棟数割合 84.4% 82.8% 78.7%   

S55 以前の建物割合 87.5% 78.8% 69.1% 市平均 35.6% 

 

    整備前 Ｈ２１ Ｈ２８   

道路 

4m 以上道路延長(m) 1,234 2,101 2,460   

4m 以上道路延長率 30.4% 47.8% 57.5%   

接道不良住宅割合 70.8% 58.5% 49.6% 市平均 35.6% 

公園 
公園面積(㎡) 0 0 1,130   

1 人当たり公園面積 0 0 2.46 (㎡/人) 
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 ２．アンケート結果の概要 
 

２-１ アンケート調査の概要 

・住環境整備事業見直しにあたっての居住者、権利者

の意向把握のためにアンケート調査を実施した。 

・主な設問項目は、事業に対する評価や、整備計画見

直しに関する意見についてアンケートを行った。 

 

２-２ アンケートの結果概要 

(1) 事業に対する評価 

①これまでのまちづくりの取り組みについて良

かった点（複数回答） 

・公園ができたことをあげる回答が、のべ回答

数に対して33％、道路ができたが32％でこ

の２点をあげた方が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 整備計画の見直しについて 

・整備計画の見直しに対して、３点の課題があり、それぞれの意向調査結果は下記のとおりであった。 

①江之元中央線の道路整備について：本路線は、周辺道路の整備が進み、全線を整備する必要性は低く

なったが、区間をＡ～Ｄの４区間に分けた上で、どの区間を整備するか。 

・アンケートの結果は、Ａ区間は整備する必要性が高いが、Ｂ、Ｃ、Ｄ区間は相対的に整備の意向は

高くない。今後、土地・建物の課題や権利者の意向に応じて整備の可否を検討していく。 

 

②江之元岩崎線東側について：本路線は建替連動型の整備としていたが、現道がないことから、道路の

幅員や整備の方法をどうするか。 

・６ｍ道路として公共整備型で現計画の江之元岩崎線と繋がる形で、同じく公共整備型で整備を進め

るという意見が多かったため、整備計画の変更を検討する。 

 

  

■実施状況 

・実施時期：平成28年11月 

・対象：地区内に居住または土地・建物を所有 

・回収状況：168/248（回収率67.7%） 

１．道路が

できた
32%

２．空き家

等がなく

なった

18%

３．建て替え

が進んだ

14%

４．公園が

できた

33%

５．その他

3%

１．高齢

化や人口

減少

40%

２．空き家の増加
21%

３．無接道が残る

19%

４．狭い道が残る
13%

５．大雨の浸水

6%

６．その他

1%

②江之元地区の現況や課題について（複数回答） 

・高齢化や人口減少が、のべ回答数に対して40％

で最も多く、次いで、空き家の増加が21％、無

接道敷地が残るが19％となっている。 
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③区域西側の道路（新開地区）について：区域西側の路線は建替連動型の整備としていたが、建て替え

が少なく整備が進んでいないが、どのような形で整備を進めるか。 

・４ｍ道路として公共整備型で整備を進めることが望ましく、路線は、区域の東西と南北につながる

形で整備を進めるのが良いという意見が多かったため、整備計画の変更を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-３ アンケートの結果概要 

 

・自由意見には44名の記入があり、項目別では、「人口減及び道路ができたが立ち退きで人口が減った」と

いう内容が最も多く13名の記入があった。次いで、「事業進捗に時間がかかっている」が７名、これに関

連して、計画通り進めて欲しいという意見が２名あった。 

・さらに、道路交通、空き家、建て替えについて、それぞれ５名、４名、３名等の記入があった。 

 

  

■整備計画の見直しの候補路線 

Ａ 

Ｂ 

Ｄ 

C 
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 ３．整備計画の見直し 
 

３－１ 整備計画・事業計画見直し案 

 

・整備計画・事業計画の見直しに際しては、①街区単位等での住環境・防災性指標にもとづき今後共整備の

必要性の高い箇所、②アンケート等に基づき地元の合意を得られる見込みのある箇所、を中心に下記のよ

うに見直し（案）の作成を行った。 

 

(1) 公共整備型道路の役割と見直し 

・区域全体に寄与する基幹的公共施設として、消防車の円滑な進入による安全性の確保、日常生活における

車利用の利便性の確保、敷地の前面道路として建物更新時の接道条件の確保を図る。 

①江之元中央線 

・現状２項道路であることから、法的には沿道の自立的建て替えが可能であること、江之元西通り線か

ら江之元東通り線の間は、この ２路線及び地区幹線道路である江之元大通り線と交差し、面的な

住環境・防災上の課題は解消されつつあること、一方、江之元西通り線以西は空き家・老朽建築物が

集積しており区域内でも課題が大きい。 

→江之元西通り線以西は公共整備型で、江之元西通り線と江之元大通り線の間は市の狭あい道路拡幅整

備事業を活用する等の建て替え誘導支援で、江之元大通り線以東は公共整備型の４ｍまたは６ｍで整

備を進める。 

 

②江之元岩崎線東側 

・現道がない区間であり、当該街区は無接道宅地、老朽建築物等の集積度が高く防災上・住環境上の課

題が大きい。地元も、この区間の道路整備については権利者の協力が得られる見通しである。 

→当該建替連動型道路を公共整備型道路（幅員６ｍ）とし、江之元岩崎線と区域東の関連事業道路を結

ぶ路線として位置を北にずらし新たに位置づける。 

 

③区域西側の道路（新開地区） 

・新開地区はこれまで事業を実施していないが、この区域には４ｍ以上道路が１本もなく、建替連動型

路線としているが建て替えが少ないことで整備も進んでいない。 

→区域の南と北で貫通する道路を４ｍの公共整備型道路として整備することで、早期に生活環境の改善

を図る。 

 

④建替連動型路線 

・これらの路線は整備までに時間を要することから、事業期間に完成させるのではなくそれぞれの建て

替えに合わせて整備を進めていくものであることから、市の狭あい道路拡幅整備事業を活用して整備

を進めることとし、本事業の補助対象事業からは除く。 

 

(2) コミュニティ住宅の整備 

・現計画では20戸の整備を計画しており、これまでに第一団地（８戸）と第二団地（６戸）、計14戸が整備

済である。今後、道路計画の見直しにより必要戸数も見直していく。 

→既に用地取得済の第２コミュニティ住宅用地に、今後４戸を整備し、事業全体では18戸の供給を行う。 
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(3) 公園・広場整備 

・公園・広場は、事業前にはゼロだったが、現在は地区中央部の街区公園（1,400㎡）、地区東側の広場（140

㎡）の２か所の整備を予定する。なお、コミュニティ住宅建設に際して、18戸の計画に対し需要を下回っ

て建設しない場合は既存の公園とは別の機能を持たせた防災広場の整備を検討する。 

 

(4) 排水施設 

・当初の検討時期から本地区における雨水排水対策が課題であり、道路整備と併せた雨水排水管の整備とポ

ンプ場を計画していた。しかし、これまでの道路整備では、道路側溝を整備することで対応しており、今

回の見直しで排水施設の整備を削除する。 

 

(5) 共同・協調建て替えゾーン 

・土地利用に関して当初の計画では、公共整備型道路と併せて内部の無接道住宅等の解消のために共同化の

促進等を含めた計画であった。しかし、共同住宅に住むことは地域住民の居住意識にはなじみが低いこと

から、ゾーンの設定を廃止し、整備する主要道路沿道、狭あい道路沿道、その背後の無接道宅地が残存するエ

リア等街区の特性に応じて適切な土地利用を誘導する。 

・無接道で建て替えができないため長期的な空き家となっており、周辺に危険を及ぼすような老朽建物は本

事業により除却を行う。 

 

(6) 事業期間 

・以上の見直した計画内容の実施のための事業期間を平成31年度以降６年間と見込み、平成36年度までとす

る。 

 

■事業計画の見直し内容概要 

  H22 年度事業計画   H29 年度事業計画（案）   

  計画概要 
事業費 
(百万円) 

計画概要 
既事業費 
(百万円) 

事業費 
(百万円) 

道路 
７路線、延長 1,459ｍ、 

幅員６～10ｍ、 
690 

12 路線、延長 1,683ｍ、 

幅員４～10ｍ、 
578 782 

道路(建替え

連動型) 
延長 851ｍ、幅員４ｍ 139 

市の狭あい道路拡幅整備事業

を活用する等で対応 
0 0 

コミュニティ住

宅 
２団地、20 戸 360 ２団地、18 戸※１ 294 345 

公園 ２か所、面積 1,470 ㎡ 108 ２か所、1,540 ㎡ 78 106 

老朽住宅除却 152 戸 1,031 115 戸 869 1209 

排水設備 
延長 1,500ｍ（公共整備型道

路に埋設） 
280 廃止 0 0 

推進事業 事業計画見直し、再評価等 17 事業計画見直し、再評価等 12 13 

合計   2,625   1,831 2,455 

※１ 必要性に応じて16戸、この場合取得済用地は防災広場に整備 
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